
○補償に関する質問・照会についてのフロー
※会員の皆様のお問合せに適正、円滑に対応させて頂くため、ご協力をお願いします。

【注意】

○電話、訪問で直接事務局に問合せを行うのはご遠慮下さい。

○急を要する事案の場合は、余裕を持って質問・照会して下さいますようお願いします。

（事務局に対する問合せは、時期によって多少時間を要することがあります。各種会議、研修期間、標準単価作成時期等）

○各組織での質問者・照会者は窓口を一本化して下さい。各組織でバラバラに質問・照会を行うのはご遠慮下さい。

用対連事務局

（担当窓口）

各地区代表幹事

（担当窓口）

質問者の会員

（担当窓口）

補償コンサルタント等

上記①～⑥の流れに沿って質問・照会を行って頂きますようお願いします。

○各組織では、書籍等で疑問点を調査し、十分に補償についての議論を行って下さい。

⑤代表幹事は自ら

解決できない場合、

用対連事務局の担

当窓口に質問・照

会を各様式により紙

面にて行って下さい。

電話での問い合わせ

はお控え下さい。

③→①・②を行って

も未解決の場合には、

各地区代表幹事の

担当窓口に相談を

行って下さい。

①まずは書籍等で疑問点を調べてみて下さい。

【参考書籍】

・「損失補償算定標準書」（用対連ＨＰ掲載）掲

載）

・「用地補償実務六法」（ぎょうせい）

・「用地の補償と実務」（用対連ＨＰ掲載）

・「用地調査等共通仕様書」（九州地方整備

局）

・「損失補償算定標準書説明会資料」（用対連

ＨＰ 掲載）対連Ｈ

・「用地補償質疑応答集」（用対連ＨＰ掲載）

⑥事務局で回答可能なものは回答し

ます。（基準についての解釈、標準書

の単価構成・内訳など）

④代表幹事は会員からの相談に対し

組織内で十分に議論し対応下さい。

代表幹事で回答可能なものは会員に

回答をお願いします。

※補償コンサルタ

ントから直接事

務局への問合せ

は控えて下さい。

疑問の解決のた

めには、委託者

である会員を通

して、質問・照会

を行って下さい。

②補償について調

査・算定等は補償コ

ンサルタントが専門知

識を有しているため、

活用することをお勧め

します。

また、委託者と受託

者の関係の場合は、

両者で十分に検討・

打合せを行って下さ

い。




